
平成２３年５月１０日

資料提供 三次記者クラブ

三次河川国道事務所からの

お 知 ら せ

。水辺空間の安全利用点検を行いました

河川は、安らぎや憩いの場、スポーツ・レクリエーション活動などのために貴重な水辺

空間ですが、危険性が内在しており、安全確保を心がけていただくことが重要です。

ついては、河川の利用者が安心して河川を利用していただくという観点から、親水施設

のある江の川、馬洗川において水辺空間の安全性を確認するために点検を行いました。

点検は、河川愛護モニター２名、河川敷占用施設管理者の三次市職員・安芸高田市職員

等延べ11名及び当事務所職員延べ１３名の合計延べ２６名で点検を行いました。

その結果、合計２４箇所において、施設の損傷等がみられる箇所がありましたが、利

用者の安全に特に問題のある箇所はありませんでした。なお、今後個々の箇所についての

必要な対策を実施する予定です。

■実施日時：平成２３年４月２５日（月）２６日（火）

■実施場所：江の川カヌー公園、稲荷グランド、尾関山公園遊歩道、鵜飼乗船場

十日市親水公園、落合グランド、長屋グランド、桂水辺の楽校、

下土師水辺広場

■報告内容：点検状況、点検結果（詳細は別紙を参照下さい）

●問合わせ先 国土交通省三次河川国道事務所

副所長（河） 桝井 芳樹
ま す い よ し き

担当 占用調整課長 高田 浩司
た か た こ う じ

【広報担当】 建設専門官 中井 喜美男
な か い き み お

ＴＥＬ：(0824）63‐4121（代表）

ＦＡＸ：(0824）63‐3132
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水辺空間の安全利用点検を実施しました！水辺空間の安全利用点検を実施しました！
実施日 平成２３年４月２５日（月）・２６日（火）
場所 江の川カヌー公園、稲荷グランド、尾関山公園遊歩道、鵜飼い乗船場、

十日市親水公園、落合グランド、長屋グランド、桂水辺の楽校、下土師水辺広場

点検状況

点検結果（合計２４箇所のうち４箇所抜粋）

①東屋土台ボルトカバーの逸失（十日市親水公園）②鉄筋のはみ出し（下土師水辺広場）

③コンクリート舗装下で吸い出し（カヌー公
園）

④材木等放置（稲荷グランド）

占用者において補修する。 河川管理者において補修する。

河川管理者において補修を行う。 占用者において対応する。

低水護岸の安全性点検（カヌー公園） 乗船施設の安全性点検（鵜飼い乗船場）




